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①調査目的

建設副産物対策を総合的に推進することを目的に、諸施策の策定やその
評価に必要な排出量や再資源化等の動向に関する実態を把握する。

・建設副産物とは…
建設工事（土木・建築）に伴い副次的に得られた物品
例：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、木材、汚泥、建設発生土など

建設副産物建設副産物

廃棄物
（廃棄物処理法）

原材料として利用が
不可能なもの

○有害・危険なもの

廃棄物
（廃棄物処理法）

原材料として利用が
不可能なもの

○有害・危険なもの

再生資源
（資源有効利用促進法）

そのまま原材料となるもの

　　　　○金属くず

　　　　○建設発生土

再生資源
（資源有効利用促進法）

そのまま原材料となるもの

　　　　○金属くず

　　　　○建設発生土

建設リサイクル法

建設副産物

原材料として利用の可能性があるもの

○コンクリート塊

○アスファルト・コンクリート塊

○建設発生木材

○建設汚泥

○建設混合廃棄物

・諸施策とは…
「建設リサイクル法」
「建設リサイクル推進計画２０１４」
「各地方で策定した建設リサイクル推進計画」 など
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②調査周期

建設副産物

実態調査年度
H７ H12 H14 H17 H20 H24 H30

利用量・

搬出先調査
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

施設調査 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・センサスは、概ね５年周期で実施。
・平成３０年度は、「建設リサイクル推進計画２０１４」及び「各地方で
策定した建設リサイクル推進計画」の目標達成状況や次期建設リサイクル
推進計画策定のための基礎情報を把握するため実施。

「建設リサイクル法」
がH14に完全施行

「建設リサイクル推進
計画2008」策定

「建設リサイクル推進計画2014」、
「各地方で策定した建設リサイクル
推進計画」の目標年度
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「建設リサイクル推進
計画2014」（H26.9）策定



H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

③必要性・スケジュール
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• 「建設リサイクル推進計画２０１４」（平成２６年９月）の目標年度が

平成３０年度であり、その目標値のフォローアップを行う必要がある。

• 新たな建設リサイクル推進計画の策定（平成３１年度策定予定）に向け、

目標指標や目標値、施策などを検討するための基礎資料とする。

• 調査実施年度：平成30年4月1日～平成31年3月31日

目標年度 目標年度

建設リサイクル推進計画２００８ 建設リサイクル推進計画２０１４計画見直し
計画
見直し

建設副産物実態調査

実施 集計、公表 実施 集計、公表

目標値のフォローアップ

次期建設
リサイクル
推進計画

実施 集計、公表

目標値のフォローアップ



③調査種類と対象

・建設副産物実態調査には、利用量・搬出先調査、再生処理施設の稼
働実態調査（以下、「施設調査」という）の２種類がある。

目 的 調査対象 報告者数 回答者

利用量・搬
出先調査

建設副産物の利用量・
排出量等を把握

公共工事、

民間公益工事、

民間工事

約27,000社 建設工事元請
業者

施設調査
中間処理施設等の稼働
実態を把握

中間処理施設、

最終処分場、

建設発生土利用
促進施設

約9,000社 施設保有事業
者
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建設工事現場

中間処理施設

選別

破砕

焼却

再生利用

製品化

最終処分

建設資材

利用量・搬出先調査

施設調査

建設副産物
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③調査種類と対象



④調査事項

（１）利用量・搬出先調査

工事概要（工事名、種別、発注者、請負業者、請負金額、工期等）

建設資材利用量（搬入利用量、現場内利用量）

建設資材に占める再生資材利用状況及び再生資材の供給元

建設副産物の発生量、現場内利用・現場内減量化状況、場外搬出状況、運搬距離

（２）施設調査

中間処理施設等の設置状況、処理能力

最終処分場の設置状況、残余容量

再資源化施設での再資源化・減量化・最終処分状況
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建設資材【搬入】 建設副産物【搬出】
土砂

山砂、山土などの新材

土質改良土

建設発生土

浚渫土

建設汚泥処理土

再生コンクリート砂

コンクリート

コンクリート

コンクリート二次製品

木材

アスファルト・コンクリート

砕石

鉱さい

クラッシャーラン

ぐり石、割ぐり石、自然石

その他の砕石

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

建設発生木材A（木材が廃棄物となったもの）

建設発生木材B（伐木材、伐根材等が廃棄物となっ
たもの）

建設汚泥

金属くず

紙くず

廃プラスチック類（廃塩化ビニル管・継手除く）

廃塩化ビニル管・継手

廃石膏ボード

その他分別された廃棄物

建設混合廃棄物

建設発生土

浚渫土

＊下線：施設調査での対象品目（９品目）

⑤調査対象品目
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⑥調査手法

「利用量・搬出先調査」 ⇒ システム、電子データ配布・回収
「ＥＸＣＥＬ形式のセンサス調査票」、「ＣＯＢＲＩＳ」、「建設リサイクル報告様式」

「施設調査」 ⇒ 電子データ配布・回収、紙帳票配布・回収
「ＥＸＣＥＬ形式のセンサス調査票」

区分 調査対象工事 記入者 調査対象工事規模

公
共
工
事

国土交通省直轄 地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の発注工事

公共工事の元
請業者

ＪＶについて
は、代表会社
が作成

全ての工事

(請負金額
１００万円以上)

農林水産省直轄
その他の国の機
関

地方農政局の発注工事
文部科学省、防衛省の発注工事

特殊法人等 国土交通省、農林水産省所管の特殊法人等の発注工事

都道府県 都道府県及びその外郭団体の発注工事

政令市
政令指定都市及び
その外郭団体（地下鉄含む）の発注工事

市町村
（政令市除く）

東京２３区、政令市以外の市町村及び
その外郭団体の発注工事

民間公益工事
（電力、ガス、電気通信、
ＪＲ、大手私鉄各社）

各地方の電力、ガス会社、電気通信系会社、ＪＲ、大手私鉄各
社の発注工事

民間公益工事
の元請業者

民間工事
（民間公益工事除く）

日本建設業連合会、プレハブ建築協会、日本ツーバイフォー建
築協会、日本木造住宅産業協会、日本道路建設業協会、全国
建設業協会加盟の都道府県建設業協会、全国解体工事業団
体連合会加盟の都府県解体業協会、全国工務店協会

上記の協会の加盟会社が元請する工事のうち、上記民間公益
工事以外の民間工事（個人発注も含む）

民間工事の元
請業者

（民間公益工
事除く）

民間工事のうち、以下の
①及び②の工事を対象
①平成３０年度（通年）に
完成した「資源有効利用
促進法に定められた一
定規模以上」の工事
②平成３０年度９月に完
成した「請負金額１００万
円以上」の全ての工事

「利用量・搬出先調査」
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＊資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事

再生資源利用計画書（実施書） 再生資源利用促進計画書（実施書）

次のいずれか１つでも満たす建設資材を搬入する
建設工事

１．土砂・・・・・・・・・・・・・・・1000m3以上

２．砕石・・・・・・・・・・・・・・・・・・500t以上
３．加熱アスファルト混合物・・200t以上

次のいずれか１つでも満たす指定副産物を搬出する
建設工事

１．土砂・・・・・・・・・・・・・・・1000m3以上

２．コンクリート塊
アスファルト・
コンクリート塊
建設発生木材

合計
200t以上

＊建設資材（生コンクリート、木製資材）及び建設廃棄物（建設汚泥、金属くず、紙くず、廃プラスチック類、廃塩化
ビニル管・継手、廃石膏ボード、その他に分別された廃棄物、建設混合廃棄物）は、資源有効利用促進法で定
められている品目ではないが、調査対象となる工事の中で、これらの品目が利用又は発生する場合には、あわ
せて回答する。

「施設調査」

調査対象施設 記入者 回答方法

・建設発生土利用促進施設
・建設廃棄物の再資源化処理施設、
中間処理施設
・建設廃棄物の最終処分場

施設保有事業者
紙帳票配布・回収。
※電子データ
（ホームページで掲載）でも提出可。

⑥調査手法
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⑦利活用実績

• 「建設リサイクル推進計画２０１４」
• 「各地方版建設リサイクル推進計画」
• 東京都建設リサイクル推進計画
• 千葉県建設リサイクル推進計画
• 茨城県建設リサイクル推進行動計画
• 山梨県建設リサイクル推進計画
• 大阪府建設リサイクル推進計画
• 川崎市建設リサイクル推進計画 等
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発注機関

⑧調査依頼（利用量・搬出先調査）

国土交通本省

公共・民間公益

各地方協議会
（各地整事務局）

国
（地方農政局、地方整備局）

特殊法人等
（道路、水資源、鉄道・運輸

下水道事業団）

都道府県
（市町村）

政令市

民間公益
（電気、ガス、鉄道など）

工
事
元
請
業
者
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発注機関

国土交通本省

公共・民間公益

各地方協議会
（各地整事務局）

国
（地方農政局、地方整備局）

特殊法人等
（道路、水資源、鉄道・運輸

下水道事業団）

都道府県
（市町村）

政令市

民間公益
（電気、ガス、鉄道など）

工
事
元
請
業
者

⑧回収方法（利用量・搬出先調査）
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全国規模業団体
加盟会社の本社
・日建連
・ﾊｳｽﾒｰｶｰ団体等
・全解工連など

国土交通本省

民 間

各地方協議会
（各地整事務局）

支社・支部
工事担当者

各都道府県建設業協会
加盟会社の本社

支社・支部
工事担当者

重複しないように！

⑧調査依頼（利用量・搬出先調査）
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全国規模業団体
加盟会社の本社

・日建連
・ﾊｳｽﾒｰｶｰ団体等
・全解工連など

国土交通本省

民 間

各地方協議会
（各地整事務局）

支社・支部
工事担当者

各都道府県建設業協会
加盟会社の本社

支社・支部
工事担当者

本社を管轄する
地整へ提出

⑧回収方法（利用量・搬出先調査）
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施設保有事業者各地方協議会

都道府県・政令市

廃棄物処理法
第１５条の施設照会

⑧調査依頼（施設調査）

施設保有事業者各地方協議会

⑧回収方法（施設調査）
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国土交通本省

全国規模業団体
・全国産業資源循環連合会
・石膏ボード工業会
・塩化ビニル管・継手協会

国土交通本省


